
１．⾃自然と親密に関わり、⾃自然を満喫できる暮らしを保証する建築
２．⾃自然と親密に関わり、⼈人と⼈人を結びつける建築
３．⾃自然と親密に関わり、⼈人に安らぎを与える建築
４．⾃自然と親密に関わり、⼈人に⽣生きる⼒力力を与える建築

皆さんの明⽇日に向かうエネルギーに満ちた提案を期待しています。

第2回
JIA長野建築賞
2023  応募要項 	   主催：(公社)⽇日本建築家協会関東甲信越⽀支部⻑⾧長野地域会

(公社)⽇日本建築家協会関東甲信越⽀支部⻑⾧長野地域会「JIA⻑⾧長野県クラブ」は、これからの社会のあり⽅方を地⽅方から発信すべく
「JIA⻑⾧長野建築賞」を創設しました。国内外で活躍するひとりの建築家の独⾃自の視点により、⻑⾧長野県内につくられた優れた
建築を顕彰します。

２応募ならびに応募作品
１	   応募作品は以下の条件を満たす建築作品とする 　
	   ・⻑⾧長野県内に建設された作品、新築・増築・改修は問わない
	   ・最近5年以内（2018年1⽉月~2023年７⽉月）に竣⼯工した作品
	  ・現地審査、建築主のヒアリングが可能な作品
	  ・過去に応募した作品も応募できる
２	   応募者は応募作品の設計者とする。資格・所属は問わない
３	   ⼀一⼈人が応募できる応募作品の数は制限しない
４	   本賞の運営に関わるJIA会員が関与した作品は受賞できない

３応募期間ならびに応募⽅方法
応募期間：2023年8⽉月1⽇日(⽕火)	   ~	  9⽉月20⽇日(⽔水)
提出先：JIA⻑⾧長野県クラブ事務局
持参は9⽉月20⽇日15時まで、郵送・宅配便は当⽇日消印有効

１	   応募申込書※
２	   検査済証の写し
 　 	   確認申請が不要の場合はその理由を記した⽂文章
３	   作品概要※
４	   作品資料
 　  　 配置図、平⾯面図、内観外観写真は必須、その他必要と思われ
 　  　 ることをA3サイズ横２枚以内にレイアウトする

１,２は綴じずに１部、３,４は順番に重ねて左側２カ所をホチキ
ス⽌止めし、折らずに３部提出する
３,４には応募者が特定できる記名等はしないこと
※応募申込書と作品概要の書式はJIA⻑⾧長野県クラブ･ホームページ
からダウンロードして下さい。

４提出要項

５応募料
1点につき1万円（JIA会員は1点につき5千円）
＜振込先＞	   ⼋八⼗十⼆二銀⾏行行 　 県庁内⽀支店 　 普通 　744836

 　 	   　  　 　 　⼝口座名義 　 JIA⻑⾧長野県クラブ 　
応募申込書に振込⽤用紙のコピーを貼付して下さい。 　 　 　 　 　 　
振込⼿手数料は別途⾃自⼰己負担でお願いします。

６審査⽅方法
＜⼀一次審査＞
 　書類審査	   2023年10⽉月上旬

 　 ⼆二次審査対象作品を選考し、応募者に直接通知します。
＜⼆二次審査＞
 　現地審査	  2023年11⽉月中旬
 　⼤大賞候補作品について、現地審査をおこないます。
 　対象者には個別に追加資料を求める場合があります。
＜⼊入賞発表＞
 　2023年11⽉月30⽇日（⽊木）

 　 表彰式にて発表します。

７表彰式
⽇日時・2023年11⽉月30⽇日（⽊木）午後
会場・信毎メディアガーデン（松本市）
賞の発表と講評及び、伊東豊雄⽒氏の記念講演を⼀一般公開で開催し
ます。

８応募作品の取扱い
応募資料の公表及び出版の権利は主催者が保有します。応募にあ
たり関係者の了承を得て下さい。
⼊入賞作品は、JIA⻑⾧長野県クラブ･ホームページで公開し、JIA⻑⾧長野
県クラブが出版する書籍「信州の建築家とつくる家 　 第19集」に
掲載します。
掲載にあたり、写真その他の資料の提出をお願いします。
応募書類は返却しません。

９お問い合わせ・提出先
JIA⻑⾧長野県クラブ事務局
〒380-0872
⻑⾧長野県⻑⾧長野市南⻑⾧長野妻科426-1	   ⻑⾧長野県建築⼠士会館内
TEL：026-232-3897 　 FAX：026-232-5303
E-mail：info@jia-nagano.com
URL：https://jia-nagano.com/

１審査員	  	   伊東豊雄（建築家）
世界を震撼させたコロナウイルスの流⾏行行を経験して、⼤大都市から地
⽅方への移住者はかなり増加しつつあります。⾃自然豊かな環境で働く
こともできるし、⾃自然に接した⼦子育ての素晴らしさも実感できるよ
うになりました。
⻑⾧長野県はそうした移住先として最適な地域のひとつです。⻑⾧長野は美
しい⾃自然環境に恵まれ、新しい住まい⽅方（＝働き⽅方）のモデルを⽣生
む可能性を持つ場所であるからです。
私は今回の建築賞の審査においてそうした新しい暮らしの先鞭をつ
けるような提案を求めたいと思います。より具体的に述べるならば
それは次のような建築です。

、

提出書類の作成・送付、現地審査・表彰式への参加に要する費⽤用
は応募者の負担とします。

 　伊東豊雄


